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                                資料３ 

 

委員会の少人数の委員による委員派遣（県内調査）の 

実施方法についての申し合わせ    

 【平成２１年６月４日代表者会議了承】 

 

１ 実施に当たっての基本的な考え方 

  常任委員会の一部委員による県内調査は、委員全員で行う県内調査を補完する

ものとして調査目的及び必要性を明確にした上で実施することができるものとす

る。 

  特別委員会の一部委員による県内調査は、調査目的及び必要性を明確にした上

で実施することができるものとする。 

 

２ 委員派遣の手続 

 (1) 委員会において、派遣の期日、場所、目的及び内容、委員名を明らかにして、

実施を決定する。 

 (2) 委員長は、委員派遣承認要求書（様式１）を議長に提出し、承認を得る。 

 (3) 派遣された委員は、調査を終了したときは、委員派遣終了報告書（様式２）

を作成し、委員長に提出するとともに、委員会において調査の結果を報告する。 

 

３ 実施方法 

 (1) 派遣日数 

   日帰りの調査とする。 

(2) 派遣人数 

   下限は２名以上、上限は５名以下とし、同一会派の委員のみとしない。 

(3) 書記の随行 

    書記は随行しない。 

(4) 交通手段 

    公共交通機関の使用を原則とするが、委員の自家用車の使用も可能とするも

のとする。 

 (5) その他 

    地元議員への通知は行わない。 
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（様式１） 

 

平成  年  月  日 

 

   三重県議会議長      様 

 

                            ○○○○ 委員長   

 

派遣承認要求書 

 

本委員会は、下記により委員を派遣することに決定したので、承認されるよう会議

規則第５４条の規定により要求します。 

記 

１ 日時          

２ 場所          

３ 派遣の目的及び内容   

４ 派遣委員の氏名     

５ 経費          
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（様式２） 

 

年  月  日 

 

 

   三重県議会○○○○委員長      様 

 

                              ○○○○委員 

                              ○○○○委員 

                              ○○○○委員 

 

委員派遣による調査結果報告書 

 

下記のとおり委員派遣による調査を終了しましたので、御報告いたします。 

記 

１ 調査期日 

２ 調査場所 

３ 調査内容 
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